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•①基地局アンテナ高 

•②基地局の屋内設置 

 

【参考資料】 

•審査基準（抜粋） 

•電波伝搬モデル 
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  ：電話 06-6457-2162 
  ：FAX 06-6457-2369  
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背景・目的 

•背景 
•地域BWAの状況 

• 地域BWAの展開は、当初は地方都市および、その周辺がメイ
ンだった（高いアンテナ高で、マクロセル的な基地局整備） 
• 条件丌利地域向けの活用も含まれた 

• 最近の市場拡大で、大都市部での利用が支配的（低いアンテ
ナ高で、スモールセル的な基地局整備） 

• また、2.5GHz帯は屋内浸透が弱いことから、屋内整備も始ま
っている 

•自営等BWAの開始 
• 自己敷地内・建物内での低いアンテナ高による整備 

• 屋内利用におけるローカル5Gのアンカー整備 

• 地域BWA事業者との事業者間調整が始まっている 

 現在、 
 エリア算出法 
 の見直し 
 を検討中 

自営等BWAと考え方を合わせた見直しが有効 
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背景・目的 

•目的・・・地域BWAについて 
•①基地局アンテナ高の設定 

• アンテナ高の低い基地局の設置に合わせた“エリア算出”を、
実態に合わせてできるようにする 

 

•②基地局の屋内設置におけるエリア算出 
• 屋内での基地局設置について、より現実的な“エリア算出”が
できるようにする 
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見直し・追加のポイント（案） 

•①基地局アンテナ高の設定 
• これまで： 

• 共用検討時のアンテナ高 ： 40m※１） 

• 拡張Hata式は、ｱﾝﾃﾅ高30mを境に、式の一部を切替て使う 

• 地方都市や郊外での利用の想定し、ｱﾝﾃﾅ高を30m以上に
固定して計算 

•今後 
• 大都市部等での高密度な基地局設置も考慮し、ｱﾝﾃﾅ高

30m以下についても、拡張Hata式を用いて算出する 

※1） 2006年～2007年の広帯域移動無線アクセスシステム委員会 

今後： 今後： 今後： 

削除 
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見直し・追加のポイント（案） 

•②基地局の屋内設置におけるエリア算出 
• これまで 

• 免許申請時： 
• 屋外設置と同様にエリア算出（拡張Hata式を使用） 

• 「建物侵入損」は特に考慮しないため、大きなエリアとなっていた 

• 全国BWAとの事業者間調整： 
• 屋内設置を伝えて調整（ケース毎に個別対応） 

•今後 
• 伝搬推定式の変更： 

• 屋内近距離を想定し、自由空間伝搬式を適用（ローカル5Gと共通） 

• 建物侵入損の追加：審査基準の記載方法として・・・ 
• 「屋内設置については、建物に応じた建物侵入損を加味することがで
きる」 

• 全国BWAとの事業者間調整： 
• これまで通りで変更なし 
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参考資料 
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電波法関係審査基準（地域BWA抜粋） 

•別紙（19）-1 カバーエリア及び調整対象区域の算
出法 

※）出典：電波法、別紙2（第5条関係） 無線局の目的別審査基準より 
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電波伝搬モデル 

•拡張秦式 

※）出典：2013年7月、情通審・携帯電話等高度化委員会報告書（LTE-Advanced） 



11 P. 

電波伝搬モデル 

•拡張秦式 

※）出典：2013年7月、情通審・携帯電話等高度化委員会報告書（LTE-Advanced） 



12 P. 

電波伝搬モデル 

•拡張秦式 

※）出典：2013年7月、情通審・携帯電話等高度化委員会報告書（LTE-Advanced） 



13 P. 

EOF 




